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遊佐パーキングエリアタウン（新道の駅） 

整備計画における修正事項 
 

令和４年１２月策定の整備計画において、策定以後も引き続き各事業者とヒアリングを行いました。そのうえで、整備計画上の事業手法では事業者の参

入が見込みづらい箇所があるため、多岐にわたる参入を見込むべく、内容の見直しを図ったので以下のとおり整理します。 

 

頁番号 変更前 変更後 

整備計画 

49Ｐ 

本事業においては、魅力ある道の駅の実現のため、ソフトウ

ェアを最重要視しています。そのため、運営事業者の考え・思

想が反映された事業計画を以って、施設計画・施設整備を行う

ことができる事業手法として、運営事業者を先に決め、施設の

基本設計を行い、施設を整備する事業者先行型 DO＋DB 方式

を採用することとしました。 

この方式は、施設の指定管理者となる事業候補者を公募によ

り決定し、同時に行う施設の基本設計に事業者の意見を反映

しながら取りまとめるものです。これにより、事業者にとって

使いやすい施設整備が図られます。また、実施設計と施工を包

括することで、事業費の縮減と工期の短縮化を図り、着実な整

備を図ります。 

本事業においては、魅力ある道の駅の実現のため、ソフトウ

ェアを最重要視しています。そのため、運営事業者の考え・思

想が反映された事業計画を以って、施設計画・施設整備を行う

ことができる事業手法として、運営事業者を先に決め、施設の

基本設計を行い、施設を整備する事業者先行選考型を採用する

こととしました。 

この方式は、施設の指定管理者となる事業候補者を公募に

より決定し、同時に行う施設の基本設計に事業者の意見を反

映しながら取りまとめるものです。これにより、事業者にと

って使いやすい施設整備が図られます。基本設計の思想を活

かし、実施設計と施工を発注することで、着実な整備を図り

ます。 
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頁番号 変更前 変更後 

整備計画 

49Ｐ 
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頁番号 変更前 変更後 

整備計画 

51Ｐ 

なお、指定管理期間として一般的に 5 年程度とされる場合が

ほとんどですが、近年の道の駅事業においては指定管理期間

を 5 年よりも長く設定している事例が散見されるようになっ

ています。指定管理期間が長いほど、事業者による主体的な投

資を引き出しやすく、官民相互の連携で質の高い施設整備に

向かう傾向があります。一方で、長期固定とするリスク（事業

者を変更できない、不採算に陥った場合撤退できないなど）も

あります。そのため、本事業における指定管理期間について

は、今後、事業者側の意見を踏まえながら検討していきます。 

なお、指定管理期間として一般的に 5 年程度とされる場合が

ほとんどですが、近年の道の駅事業においては指定管理期間を

5 年よりも長く設定している事例が散見されるようになってい

ます。指定管理期間が長いほど、事業者による主体的な投資を

引き出しやすく、官民相互の連携で質の高い施設整備に向かう

傾向があります。そのため、本事業における指定管理期間につ

いては、開業後約 10 年と定めます。 

 


